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県の歯科保健関連事業について（概要） 

（１）「いい歯の日」普及啓発事業（国庫補助事業：８０２０運動推進特別事業） 

「いい歯の日(11/8)」に関連し、歯周疾患予防キャンペーンなどを実施することで、 

８０２０運動の効果的な普及啓発を図っている。 

 事業内容 予算 

平成２９年度実

績 

①いい歯のイベント 2017  

（お口の健康相談、講演会、ブラッシング相談等） 

 参加者 260名 

②千葉県口腔保健大会 ※いい歯のイベント 2017と同

時開催 

・講座「スマイルアップちば体操」 

 講師：千葉県歯科衛生士会 

・講演「オーラルフレイル最前線！～今、歯科に求められ

るフレイルの知識～」 

講師：東京大学大学院 医学系研究科 加齢医学講座 

 田中友規先生 

２，１３７ 

（決算額） 

３０年度実績 

（現時点） 

①いい歯のイベント 2018  

（お口の健康相談、講演会、ブラッシング相談等）  

参加者 335名 

②千葉県口腔保健大会 ※いい歯のイベント 2018と同

時開催 

・講座「スマイルアップちば体操」 

 講師：千葉県歯科衛生士会 

・講演「口腔保健をさらに向上するための新しい国民運

動の必要性」 

講師：東京都健康長寿医療センター研究所 

副所長 新開省二 先生 

２，１３７ 

（当初予算） 

３１年度計画 「いい歯の日(11/8)」にあわせ、８０２０運動の効果的な普

及啓発を図るとともに、歯・口腔の健康に対する興味関心

を深めるためのイベントを開催し、歯・口腔の健康が全身

の健康に関わっていることを周知する。 

２，１３７ 

（当初予算） 
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（２）千葉県口腔保健支援センター事業 

(国庫補助事業：口腔保健支援センター設置推進事業) 

平成２９年７月より、千葉県庁健康づくり支援課内に口腔保健支援センターを設置し、

歯・口腔の健康づくりに携わる保健医療従事者等に対する情報の提供や、研修の実施

等、県内の歯科口腔保健の推進に向けた支援を行っている。 

 事業内容 予算 

平成２９年度実

績 

・歯科口腔保健に関する情報提供 

 県ホームページでの情報提供、電話相談、栄養

士会での講演 

・研修会の開催 

市町村歯科保健業務検討会（４地区・４２名） 

歯科保健担当者研修会（１回・６０名） 

口腔保健支援センター研修会（１回５０名） 

市町村歯科衛生士研修会（１回１８名） 

・市町村支援 

５，１６９ 

（決算額） 

３０年度実績 

（現時点） 

・歯科口腔保健に関する情報提供 

 県ホームページでの情報提供、電話相談、健保

連・後期高齢者医療広域連合・保健所担当者等へ

の講演 

・研修会の開催 

市町村等歯科保健担当者研修会（４ブロック・ 

情報交換会延べ３８名、講演会延べ１３１名） 

口腔保健支援センター研修会（１回３２名） 

市町村歯科衛生士研修会（１回１４名） 

・市町村支援 

７，９００ 

（当初予算） 

３１年度計画 歯・口腔の健康づくりに携わる保健医療従事者等

に対する情報の提供や、研修の実施等、県内の歯

科口腔保健の推進に向けた支援を行う。 

７，８６５ 

（当初予算） 
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（３）新たに開始した事業及び変更点 

平成２９年度 

・【新規】千葉県口腔保健支援センター事業 

平成３０年度 

・【新規】口腔がん等普及啓発事業 

口腔がんの早期発見を促すための普及啓発や、歯科医療関係者の資質向上に取り組

む。 

・【新規】歯科衛生士就職準備金貸付事業（医療整備課予算） 

訪問歯科診療を支える歯科衛生士を確保し、地域偏在を解消するため、歯科衛生士養

成施設を卒業後、県内特定地域の歯科診療所等に就職する学生へ就職準備金を貸し付

ける。 

・【変更】「がん患者口腔ケア医療連携事業」から「有病者口腔ケア医療連携事業」に事業

名変更 

 対象者をがん患者のみでなく、そのほかの疾患の有病者も含めて実施するため変更。 

平成３１年度 

・【新規】口腔機能維持向上普及啓発事業補助 

（一社）千葉県歯科医師会が実施する「8029 運動」（80 歳になっても良質なたんぱく質

（肉など）を摂取して、元気な高齢者を増やす取組）の経費について補助する。 

・【新規】歯科口腔機能管理等研修事業 

口腔機能管理支援推進のため、口腔機能管理に関する関係職種の意思疎通を図り、

人材育成のための研修会を開催する。 

・【新規】一時保護児童口腔内衛生改善事業（児童家庭課予算） 

被虐待児の口腔内改善の一環として、児童相談所に歯科医師及び歯科衛生士を配置

し、一時保護児童の診察及び口腔内保清に関する指導を実施する。 

・【変更】「有病者口腔ケア医療連携事業」から「有病者口腔健康管理地域連携事業」に事

業名変更 

口腔ケアのみでなく、口腔機能管理、口腔衛生管理等を含めて口腔健康管理に変更。 

・【変更】「歯科衛生士就職準備金貸付事業」は、対象地区の範囲を変更 


